
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
六
年
六
月
四
日
提
出

質
問
第
一
四
三
号

年
金
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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年
金
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
の
答
弁
に
は
不
十
分
な
点
が
多
い
た
め
、
再
度
、
同
様
の
質
問
を
申
し
上
げ
る
。

一

年
金
積
立
金
の
運
用
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

平
成
十
四
年
度
末
時
点
で
、
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
積
立
金
の
市
場
運
用
分
（
財
投
除
外
）
の
う
ち
、
約
三
十
八
パ
ー

セ
ン
ト
が
株
式
で
運
用
さ
れ
、
国
家
公
務
員
共
済
の
積
立
金
で
は
、
同
基
準
で
、
約
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
株
式
で
運
用
さ
れ

て
い
る
。

�

こ
れ
は
事
実
か
。

�

そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
運
用
資
金
全
体
（
財
投
除
外
）
の
金
額
と
株
式
運
用
さ
れ
た
金
額
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

�

株
式
運
用
比
率
が
三
倍
の
開
き
が
あ
る
理
由
を
詳
細
に
説
明
頂
き
た
い
。

�

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
運
用
は
、
リ
ス
ク
が
国
家
公
務
員
共
済
の
運
用
よ
り
も
高
い
理
由
は
何
か
。

�

そ
れ
ぞ
れ
の
運
用
の
理
念
は
何
か
。

�

そ
の
理
念
の
ど
の
よ
う
な
違
い
が
三
倍
の
開
き
と
な
っ
た
の
か
。

�

三
倍
開
い
て
い
る
現
状
を
ど
う
考
え
る
か
。

一



�

是
正
す
る
予
定
は
あ
る
か
。

�

年
金
資
金
運
用
基
金
の
三
人
お
ら
れ
る
投
資
専
門
委
員
に
つ
い
て
以
下
を
お
尋
ね
す
る
。

�

氏
名
。

�

経
歴
。

�

役
割
。

�

年
収
。

�

推
定
退
職
金
。

�

選
考
基
準
は
。

�

採
用
は
公
募
か
コ
ネ
か
。
コ
ネ
の
場
合
は
、
紹
介
ル
ー
ト
は
。

�

年
収
や
退
職
金
は
厚
生
年
金
の
掛
け
金
か
ら
の
支
出
か
否
か
。

	

天
下
り
を
な
ぜ
採
用
し
た
の
か
。




運
用
成
績
が
ど
ん
な
に
悪
化
し
て
も
解
雇
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
否
か
。

�

仮
に
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
積
立
金
の
株
式
運
用
部
分
を
株
式
市
場
か
ら
、
す
べ
て
引
き
上
げ
た
場
合
、
株
価
に
ど

二



の
よ
う
な
影
響
が
出
る
か
。

�

�

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
積
立
金
を
株
式
運
用
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
株
価
全
体
の
安
定
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
え
る
か
。

�

株
価
買
い
支
え
（
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ＝

プ
ラ
イ
ス
・
キ
ー
ピ
ン
グ
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
し
て
い
る
の
か
。

�

�

そ
れ
ぞ
れ
の
株
式
運
用
分
の
時
価
評
価
の
損
益
は
。

�

運
用
資
金
を
分
母
に
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
株
式
運
用
時
価
評
価
の
損
益
率
は
。

�

な
ぜ
、
両
者
に
、
そ
の
よ
う
な
差
が
生
じ
る
の
か
。

二

今
回
の
政
府
提
出
の
年
金
法
案
に
お
け
る
出
生
率
は
、
現
在
よ
り
も
向
上
す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。

�

こ
れ
は
事
実
か
。

�

い
く
ら
か
ら
い
く
ら
に
向
上
す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
か
。

�

そ
の
根
拠
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
説
明
願
い
た
い
。

�

出
生
率
が
現
在
よ
り
も
向
上
す
る
現
実
的
見
込
み
確
率
は
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
あ
る
と
い
え
る
か
。

�

向
上
し
な
い
場
合
、
い
つ
の
時
点
で
、
保
険
料
率
、
給
付
水
準
を
ど
の
よ
う
に
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
見
直
す
か
。

三



�

見
込
み
が
誤
っ
た
場
合
、
そ
の
責
任
は
誰
に
あ
る
の
か
。

三

二
百
六
十
五
あ
る
年
金
福
祉
施
設
及
び
国
家
公
務
員
共
済
の
福
祉
施
設
等
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

�

年
金
福
祉
施
設
（
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
）
の
建
設
費
の
合
計
と
原
資
別
（
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
）
金
額
は
。

�

国
家
公
務
員
共
済
の
福
祉
施
設
（
百
十
三
ヶ
所
）
は
、
積
立
金
か
ら
の
借
り
入
れ
で
建
設
さ
れ
、
金
利
も
含
め
て
き
ち

ん
と
返
済
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
事
実
か
。
こ
れ
ま
で
、
返
済
が
と
ど
こ
お
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。

�

先
進
国
で
は
、
仮
に
年
金
で
福
祉
施
設
や
リ
ゾ
ー
ト
施
設
を
保
有
す
る
と
し
て
も
、
年
金
積
立
金
の
運
用
の
一
環
と
し

て
の
投
資
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
直
接
、
年
金
掛
け
金
を
、
建
設
費
に
投
入
す
る
日
本
の
よ
う
な
方
式
は
、
な
い
と
聞
く

が
事
実
か
。

�

国
家
公
務
員
共
済
の
福
祉
施
設
建
設
は
、
積
立
金
の
運
用
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
福
祉
施
設
に
よ
る
運
用
は

こ
れ
ま
で
プ
ラ
ス
の
成
績
で
あ
り
、
先
進
国
の
年
金
福
祉
施
設
の
位
置
づ
け
と
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
か
。

な
ぜ
、
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
に
よ
る
福
祉
施
設
の
建
設
費
等
は
、
掛
け
金
の
直
接
投
入
方
式
と
な
っ
た
の
か
。

国
家
公
務
員
共
済
と
、
福
祉
に
つ
い
て
の
条
文
の
ど
こ
が
異
な
る
た
め
に
、
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
は
直
接
投
入
方
式

四



に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
条
文
の
根
拠
は
。

�

本
来
、
二
百
六
十
五
の
年
金
福
祉
施
設
の
売
り
上
げ
・
利
益
は
年
金
勘
定
に
戻
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
な

ぜ
、
戻
さ
な
い
の
か
。
違
法
性
は
な
い
の
か
。
ど
う
し
て
、
合
法
な
の
か
、
条
文
な
ど
根
拠
を
お
示
し
願
い
た
い
。

国
家
公
務
員
共
済
は
、
福
祉
施
設
の
売
り
上
げ
・
利
益
は
、
共
済
に
戻
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
厚
生
年
金
・
国
民
年

金
は
戻
さ
な
い
の
か
。
条
文
の
ど
こ
が
異
な
る
の
か
。

ま
た
、
二
百
六
十
五
の
年
金
福
祉
施
設
の
売
り
上
げ
・
利
益
は
、
ど
こ
に
流
れ
て
い
る
の
か
。
団
体
名
と
金
額
は
。

�

国
家
公
務
員
共
済
の
福
祉
施
設
は
、
平
成
六
年
度
末
の
百
八
十
ヶ
所
か
ら
、
平
成
十
五
年
度
末
の
百
十
三
ヶ
所
と
四
割

も
リ
ス
ト
ラ
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
年
金
の
福
祉
施
設
は
、
平
成
六
年
度
二
百
七
十
二
ヶ
所
だ
っ
た
も
の
が
、
平
成

十
五
年
度
に
二
百
六
十
五
ヶ
所
と
七
ヶ
所
し
か
、
リ
ス
ト
ラ
閉
鎖
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
事
実
か
。
ま
た
、
こ
の
違
い

は
な
ぜ
か
。
閉
鎖
に
対
す
る
理
念
政
策
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。

四

年
金
の
掛
け
金
を
建
設
費
に
充
て
て
、
建
設
し
た
建
物
に
関
し
て
お
尋
ね
す
る
。

�

全
国
十
三
ヶ
所
の
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
の
建
設
工
事
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
総
事
業
費
が
当
初
の
見
込
み
よ
り
一
・
五
倍
以

上
膨
れ
上
が
っ
た
事
例
（
工
事
名
、
発
注
省
庁
部
局
、
発
注
日
、
完
成
日
、
当
初
見
込
み
金
額
、
最
終
金
額
、
最
終
金
額

五



は
見
込
み
金
額
の
何
倍
か
、
受
注
業
者
、
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
た
理
由
、
発
注
者
側
・
官
庁
の
責
任
者
名
、
金
額
が
膨
れ

上
が
っ
た
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
責
任
を
感
じ
て
い
る
か
）
を
、
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
た
倍
率
の
高
い
順
に
お
示
し
願
い
た

い
。

�

グ
リ
ー
ン
ピ
ア
以
外
の
建
設
工
事
に
お
い
て
、
総
事
業
費
が
当
初
の
見
込
み
よ
り
一
・
五
倍
以
上
膨
れ
上
が
っ
た
事
例

（
工
事
名
、
発
注
省
庁
部
局
、
発
注
日
、
完
成
日
、
当
初
見
込
み
金
額
、
最
終
金
額
、
最
終
金
額
は
見
込
み
金
額
の
何
倍

か
、
受
注
業
者
、
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
た
理
由
、
発
注
者
側
・
官
庁
の
責
任
者
名
、
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
た
こ
と
に
ど
の

よ
う
な
責
任
を
感
じ
て
い
る
か
）
を
、
金
額
が
膨
れ
上
が
っ
た
倍
率
の
高
い
順
に
お
示
し
願
い
た
い
。

五

年
金
の
掛
け
金
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

�

社
会
保
険
大
学
校
で
は
、
ゴ
ル
フ
練
習
場
（
一
般
非
公
開
）
が
あ
り
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
二
十
本
、
ゴ
ル
フ
ボ
ー
ル
六
百

個
を
年
金
掛
け
金
等
で
購
入
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
か
。

そ
の
費
用
は
年
金
分
で
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
他
に
ゴ
ル
フ
練
習
場
に
か
か
っ
た
維
持
費
の
う
ち
、
年
金
負
担
分
は
い

く
ら
で
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

誰
が
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
設
置
を
決
定
し
た
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
妥
当
と
お
考
え
か
。

六



�

他
に
、
社
会
保
険
大
学
校
及
び
そ
れ
以
外
の
場
所
で
、
外
部
に
開
放
さ
れ
て
い
な
い
、
年
金
掛
け
金
を
維
持
費
あ
る
い

は
建
設
費
等
に
使
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
施
設
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
す
べ
て
お
示
し

願
い
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
、
建
設
費
や
維
持
費
に
い
く
ら
年
金
の
掛
け
金
を
支
出
し
て
い
る
か
。
利
用
者
は
ど
の
よ

う
な
方
な
の
か
。
そ
の
妥
当
性
の
見
解
も
そ
れ
ぞ
れ
に
お
示
し
願
い
た
い
。
民
間
と
の
比
較
も
お
教
え
願
い
た
い
。

�

観
覧
車
の
建
設
に
も
年
金
掛
け
金
が
使
わ
れ
た
事
例
が
あ
る
と
聞
く
が
事
実
か
。
い
く
ら
で
そ
れ
は
ど
こ
か
。
「
福
祉

の
増
進
」
に
当
た
ら
な
い
と
年
金
掛
け
金
は
使
用
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
し
て
観
覧
車
が
福
祉
の
増
進
に
な
る
の

か
。
観
覧
車
は
福
祉
施
設
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

以
下
の
施
設
が
な
ぜ
「
福
祉
の
増
進
」
に
当
た
る
の
か
理
由
を
お
示
し
頂
き
、
全
国
の
設
置
場
所
と
建
設
費
と
維
持
費

の
う
ち
、
年
金
掛
け
金
分
が
い
く
ら
か
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

ゴ
ー
カ
ー
ト
や
簡
易
ロ
ー
ラ
ー
コ
ー
ス
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
遊
具
。

�

結
婚
式
場
。

�

音
楽
ホ
ー
ル
。

�

全
国
の
厚
生
年
金
病
院
関
係
者
の
宿
舎
の
場
所
、
築
年
月
と
家
賃
と
間
取
り
、
入
居
者
職
業
、
建
設
費
、
建
設
費
の
う

七



ち
年
金
掛
け
金
流
用
分
は
い
く
ら
か
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
で
年
金
掛
け
金
を
使
っ
た
の
か
、
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

社
会
保
険
庁
職
員
を
除
く
、
他
組
織
・
団
体
の
職
員
用
宿
舎
の
う
ち
、
年
金
掛
け
金
で
建
設
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
れ

ば
、
場
所
、
築
年
月
と
家
賃
と
間
取
り
、
入
居
者
職
業
、
建
設
費
、
建
設
費
の
う
ち
年
金
掛
け
金
流
用
分
は
い
く
ら
か
、

ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
で
年
金
掛
け
金
を
使
っ
た
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
福
祉
施
設
と
い
え
る
の
か
、
希
望
職
員
の
う
ち
何

パ
ー
セ
ン
ト
が
入
居
可
能
か
、
を
お
示
し
願
い
た
い
。

�

年
金
掛
け
金
で
購
入
し
た
黒
（
紺
）
塗
り
の
運
転
手
付
車
に
二
十
代
、
三
十
代
の
官
僚
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て

ど
う
お
考
え
か
。
妥
当
と
の
見
解
か
。

入
省
一
年
以
内
の
お
役
人
も
、
お
役
所
の
黒
（
紺
）
塗
り
の
運
転
手
付
車
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
の
か
否
か
。
民
間

組
織
で
こ
の
よ
う
な
事
例
は
あ
る
か
。

六

年
金
局
長
を
さ
れ
た
方
が
、
昭
和
五
十
一
年
、
五
十
四
年
と
衆
議
院
選
挙
に
立
候
補
さ
れ
た
。
そ
の
選
挙
公
報
に
は
、

「
実
績

大
規
模
年
金
保
養
基
地
（
百
億
円
、
岩
沼
に
誘
致
）
」
と
あ
る
。
そ
の
岩
沼
は
、
当
該
選
挙
区
で
も
あ
る
。

�

一
般
的
に
大
規
模
年
金
保
養
基
地＝

グ
リ
ー
ン
ピ
ア
の
決
裁
は
年
金
局
長
が
行
う
の
か
。

�

こ
の
岩
沼
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
に
当
該
元
年
金
局
長
は
ど
の
よ
う
な
関
与
を
し
た
か
。

八



�

決
裁
権
者
が
、
選
挙
区
に
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
を
誘
致
し
て
、
選
挙
公
報
に
実
績
と
し
て
、
掲
示
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
ど

う
考
え
る
か
。
そ
の
是
非
は
。

�

こ
れ
ま
で
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
を
決
裁
し
た
年
金
局
長
が
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
関
連
に
天
下
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す

れ
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
是
非
は
。

七

平
成
十
六
年
度
、
「
福
祉
の
増
進
」
の
条
文
で
年
金
掛
け
金
を
使
っ
て
、
以
下
に
い
く
ら
予
算
化
さ
れ
た
か
、
そ
の
妥
当

性
の
見
解
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
同
様
の
考
え
方
で
、
予
算
化
を
今
後
も
続
け
る
の
か
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
経
費
。

�

庁
舎
維
持
費
・
建
設
費
等
。

�

宣
伝
広
告
費
等
。

八

平
成
十
六
年
度
に
、
公
債
特
例
等
法
律
に
よ
っ
て
、
年
金
事
務
費
に
、
年
金
掛
け
金
が
使
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

予
算
化
さ
れ
て
い
る
が
、
使
わ
な
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
容
と
使
わ
な
い
金
額
を
す
べ
て
明
記
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

使
う
も
の
の
内
容
と
使
う
金
額
も
明
記
さ
れ
た
い
。

九

平
成
十
六
年
度
、
一
年
間
に
限
っ
て
、
公
債
特
例
等
法
律
に
よ
っ
て
、
年
金
事
務
費
に
、
年
金
掛
け
金
が
使
わ
れ
る
予
定

九



と
な
っ
て
い
る
。
平
成
十
七
年
度
も
立
法
措
置
を
し
て
、
年
金
事
務
費
に
、
年
金
掛
け
金
を
使
う
予
定
か
。
ま
た
、
平
成
十

七
年
度
は
、
そ
の
予
定
は
、
全
く
な
い
と
断
言
で
き
る
か
。

十

会
社
で
の
勤
務
実
態
に
関
し
て
お
尋
ね
す
る
。

�

会
社
の
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
時
、
そ
の
会
社
の
仕
事
を
月
何
日
し
て
い
れ
ば
良
い
の
か
。
ま
た
、
社
長
か
ら
、
会
社

の
仕
事
を
し
な
い
で
良
い
と
の
指
示
を
受
け
れ
ば
、
そ
の
会
社
の
仕
事
を
し
な
く
て
も
、
厚
生
年
金
に
加
入
を
し
て
も
問

題
は
な
い
か
。

�

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
、
そ
の
健
康
保
険
を
使
う
に
は
、
そ
の
会
社
の
仕
事
を
月
何
日
し
て
い
れ
ば
良
い
の
か
。

ま
た
、
社
長
か
ら
、
会
社
の
仕
事
を
し
な
い
で
良
い
と
の
指
示
を
受
け
れ
ば
、
そ
の
会
社
の
仕
事
を
し
な
く
て
も
、
健
康

保
険
に
加
入
を
し
て
も
問
題
は
な
い
か
。

�

先
の
�
、
�
の
場
合
、
問
題
の
全
く
無
い
ケ
ー
ス
と
、
問
題
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
と
、
論
点
を
整
理
し
て
ご
提
示
願
い

た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


